
事 務 担 当 者 の 氏 名

(姓).(名)

原 田 啓子

,

(その1)

(ふ り が な)ほ くせつ しん こ うけんきゅ うかい
,

1政 治 団 体 の 名 称 北摂振興研究会

● 馬'「

β か 、10ρ2エ ラーチェツク済】
∫

収 宰 報 告 書平成24年分

政 治 団 体 の1区 分

口 政 党 口 政治資金規正法第18条 の2第1項

口 政 党 の 支 部 規 定 に よ る 政 治 団 体

□ 政 治 資 金 団 体 窪
のの他凝 治繰 の糠2主 た る事 務所 の所 在 地 箕面市西小路5-4-2原 田憲治事務所内

一

(アパ ー ト・マ ンシ ョン名)オ フ ィ ス ワイ ビル2F

(姓)(名)
3代 表 者 の 氏 名 原 田 憲治

活 動 区 域 の 区 分

口2以 上の都道府県の区域等[ヨ 同一の都道府県の区域内

(姓)(名)
4会 計 責 任 者 の 氏 名 山本 祥徳

資金管理団体の指定の有無 国会議員関係政治団体の区分

団 有

[〕 無衆議院議員　（候補者）

凹 政治資金規正 法第19条 の7第1項

第1号 に係る国会議員関係政治団体

団 政治資金規正法第19条 の7第1項

第2号 に係 る国会議員関係政治団体'

公 職 の 候 補 者(姓)(名)
の 氏 名 原田 憲治

(電 話)072-721-5151 資金管理 団体 の届(姓)(名)
出を した者 の氏名原田憲治　

公 職 の 種 類 衆議院議員

(現職 ・候補者の別)(候 補者となろうとする者)

公 職 の 候 補 者(姓)(名)
の 氏 名(2人 目)

1

一

公 職 の 種 類

(現職 ・候補者の別)

公 職 の 候 補 者(姓)(名)
の 氏 名(3人 目)

公 職 の 種 類

(現職 ・候補者の別)

(電 話)'

〒

(電話)

'

'

紘b、

1爵25307
、

噂

秘げ
哩

汁

資金管理団体の指定の期間
国会議員関係政治団体に関する

特例の適用期間

か ら
'ま で

か ら
叫

まで

(※複数の期間がある場合2つ め以降の期間) (※複数の期間がある場合2つ め以降の期間)

〉 聾 。。>7 ンい3° フ し 醗 ワb
●



▼,f
,

(その2)取 支 の 状 祝 【エラー伽 淵

1収 支の総括表

収 入 総 額 10665017
,,

ノ

/

ノ

＼
/

(前 年 か ら の 繰 越 額) 8,313,638

(本 年 の 収 入 額) 2,351,379

支 出 総 額 5094065
,,

翌 年 へ の 繰 越 額 5,570,952

2収 入項 目別金額の内訳

(1)個 人の負担する党費又は会費

金 額 0

員 数(党 費又は会費を納入 した人の数) 0

(2)寄 附

ア 寄附(イ を除 く。)の 区分 金 額 備 考

(ア)個 人 か ら の 寄 附 750,000 ＼

(う ち 特 定 寄 附) 0

(イ)法 人その他 の団体 か らの寄附 0

(ウ)政 治 団 体 か ら の 寄 附 1,600,000 ＼

小 計(ア)+(イ)+(ウ) 2350000,,

＼

(寄附の うち寄附のあっせん によるもの) 0

イ 政 党 匿 名 寄 附 0

合 計(ア+イ) 2350000
,,

＼
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!へ 〆へ 【エ ラーチ ェ ック済 】

(そ の6)

(6)そ の他 の収入

行番号 摘 要 金 額 備 考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1件10万 円 未 満 の も の 1,379

合 計 1,379



層1曜

岬

〆へ./へ 【エ ラー チ ェ ック済 】

(そ の7)

(7)寄 附 の 内 訳 寄附者の区分 1.個 人

行 ・番号 寄附者の氏名(又 は名称) 金 額 年 月 日 住 所(又 は所在地) 職業(又は代表者の氏名) 備 考

1 大谷 弘 60,000 H24/6/29 大 阪府 箕面市船場 東3-1-6COM

2号 館3F大 谷歯 科
自営業

2 大谷 弘 60,000 H24/10/31 大 阪府箕 面市船揚 東3-1-6COM

2号 館3F大 谷 歯科 噸錫
3 (小計) 120,000

4 西中 務 120,000 H24〆1/27
大 阪市北 区西天満3-14-16西

天満 パー ク ビル3号 館7階 工一

トス法律事務 所

自営業

5 永井 芳光 120,000 H24/2/1 大 阪府 摂:津市 正雀1-8-16 自営業

6 大谷 雄二 50,000 H24/6/4 箕面 市箕面8-9-42 会社員

7 辻 緑郎 50,000 H24/6/7 茨木 市西河原1-2-28 自営業

8 岡本直文 50,000 H24〆6/12 池 田市伏 尾 町128-1 会社役員

9 笹川重雄 120,000 H24/6/18 箕面市小 野原 西1-9-27 自営業

10 益田 哲生 120,000 H24/9/28 池 田市 旭 丘2-4-36 自営業

11

12

13

14

15

16

そ の 他 の 寄 附 0
＼

合 計 750,000



曜,・ 岬

/へ/へ 【エ ラー チ ェ ック済1

(そ の7)

⑦ 寄 附 の 内 訳 寄附者の区分 3.政 治 団体

一

行番 号 寄附者の氏名(又 は名称) 金 額 年 月 日 住 所(又 は所在地) 職業(又は代表者の氏名) 備 考

1 平成研究会 500,000 H24/4/13 東京都 千代 田区永 田町1丁 目11-

35
額賀福志郎

2 平成研究会 500,000 H24/7/12 東尽都 千代 田区永 田町1丁 目11-
35

平成研究会

3 (小計) 1000000,,

4 自民党大阪府第九選挙区支部 600,000 H24/12/29 箕面 市西小路5-4-2オ フ ィス ワ

イ ビル2F
原田憲治 輩蜘舗 灘

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

そ の 他 の 寄 附 0

＼合 計 1600000
,,



魍r

ll

!へ 『/へ・ 【エラーチェック済】

(そ の13)

3支 出 項 目別 金 額 の 内 訳

(1>支 出 の 総 括 表

項 目 金 額
備 考

本部又は支部に対して
供与した交付金に係る支出

1経 常 経 費

(1)人 件 費 100,000 0

(2)光 熱 水 費 0 0

(3)備 品 ・ 消 耗 品 費 3,320 ＼0
(4)事 務 所 費 340,745 ＼0

小 計 444,065 ＼0

2政 治 活 動 費

(1)組 織 活 動 費 0 0

(2)選 挙 関 係 費 0 0

(3)機 関紙誌 の発行その他 の事業費 0 0

ア 機 関 紙 誌 の 発 行 事 業 費 0 0

イ 宣 伝 事 業 費 0 0

ウ 政治資金パーティー開催事業費 0 0

エ そ の 他 の 事 業 費 0 0

(4)調 査 研 究 費 0 0

(5)寄 附 ・ 交 付 金 4050000,,

＼0

(6)そ の 他 の 経 費 600,000 ＼0

小 計 4650000
,,

＼0

合 計 5,094,065 ＼



曜1 噌
,

rヘ ノへ ・ 【エ ラ ー チ ェ ッ ク 済 】
亡 〆

(そ の14)

(2)経 常経費(人 件費 を除 く。)の 内訳 項 目 別 区 分 3.備 品 ・消耗 品費

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

(又は名称)
支出を受けた者の住所

(又は所在地) 備 考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

そ の 他 の 支 出 3,320

合 計 3,320



1凸 、

!へ 、/へ ・ 【エ ラーチ ェ ック済 】

(そ の14)

(2)経 常経費(人 件 費 を除 く。)の 内訳 項 目 別 区 分 4.事 務所 費

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

(又は名称)
支出を受けた者の住所

(又は所在地) 備 考

1 電話料金 25,244 H24/1/4 ㈱ エ ヌ ・テ ィ ・テ ィ ド
コモ 東京都 千代 田区永 田町1-11-1

2 電話料金 18,427 H24/1/31 ㈱ エ ヌ ・テ イ ・テ イ ド
コモ 東京都 千代 田区永 田町1-11-1

3 電話料金 15,694 H24〆2/29 ㈱ エ ヌ ・テ イ ・テ イ ド
コモ 東京都 千代 田区永 田町1-11-1

4 電話料金 30,015 H24/4/2 ㈱ エ ヌ ・テ イ ・テ イ ド
コモ 東京都 千代 田区永 田町1-11-1

5 電話料金 33,157 H24/5/1 ㈱ エ ヌ ・テ ィ ・テ ィ ド
コモ 東京都 千代 田区永 田町1-11-1

6 電話料金 20,564 H24/5/31 ㈱ エ ヌ ・テ ィ ・テ ィ ド
コモ 東京都 千代 田区永 田町1-11-1

7 電話料金 20,308 H24/7/2 ㈱ エ ヌ ・テ ィ ・テ ィ ド
コ モ 東京都 千代 田区永 田町1-11-1

8 電話料金 20,746 H24/7/31 NTTフ ァイナ ンス㈱ 東京都港 区芝浦1-2-1

9 電話料金 17,231 H24/8/31 NTTフ ァイナ ンス㈱ 東京都港 区芝浦1-2-1

10 電話料金 15,954 H24/10/1 NTTフ ァイナ ンス㈱ 東京都港 区芝浦1-2-1

11 電話料金 20,211 H24/10/31 NTTフ ァイナ ンス㈱ 東京都港 区芝浦1-2-1

12 電話料金 22,582 H24/11/30 NTTフ ァイナ ンス㈱ 東京 都港 区芝浦1-2-1

13 監査料 25,000 H24/3/6 登録政治資金監査人
藤井 壮治郎

豊 中市上新 田3丁 目4番1-301

14 監査料 25,000 H24/9/26 登録政治資金監査人
藤井 壮治郎

豊 中市上新 田3丁 目4番1-301

15

そ の 他 の 支 出 30,612

合 計 340,745



㌔1

!ハ ・、!へ 【エ ラーチ ェ ック済 】

(そ の15)

(3)政 治活動費の内訳 項 目 別 区 分
8.寄 附 ・交 付 金

寄付金

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

(又は名称)
支出を受けた者の住所

(又は所在地) 備 考

1 寄付金 50,000 H24/8/27 神代しげちか後援会 箕 面 市桜1-14-13

2 寄付 4000000
,,

H24/9/26 原田憲治後援会
茨木 市 中穂積1-2-51シ ャ

トー春 日第3ビ ル5F

3

4

5

6

7

8

9

10

11 、

12

13

14

15

そ の 他 の 支 出 0

合 計 4050000
,,



1●,
,

/^'!へ 【エ ラーチ ェ ック済 】

(そ の15)

(3)政 治活動費の内訳 項 目 別 区 分
9.そ の他 の経費

金銭以外のものによる寄附相当分

行番号 支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

(又は名称)
支出を受けた者の住所

(又は所在地) 備 考

1
金銭以外のものによる寄附相
当分 600,000 H24/12/29 自由民主党大阪府第九

選挙区支部
箕面市西小路5-4-2オ フィス ワ

イ ビル2F

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

そ の 他 の 支 出 0

合 計 600,000



1`}

.

(その17)資^産 等 の 状 ハ 況 【エラー拓 淵

1資 産等の総括表

資 産 等 の 有 無

資 産 等 の 項 目 別 区 分 有 無 備 考

ア 土 些一 口 図

イ 建 物一 口 図

ウ 建物の所査亙旦的」と立亙地上権又越土地璽賃債権 口 回

工 亟 径 の 伍 額 距1鎚 互 」ヨー亙 超 皇 ゑ 動 産 口 図

預 金 く普 通 預 金 及 び 当 座 預 金 を 隆 《Ωオ
xは 壁 金 く 普 通 貯 金 を 駐 《 店 》

口 回

力 金 銭 償 託一 口 回

キ 査 価 証 盗 口 回

ク 嵐 資 鑑 よ 亙 権 型 口 図

ケ 貸 付 先 ご 」と璽 残 直杢 」鍍 互」ヨー豊 超 え ゑ貸 位 金 口 回

コ 支 払 ね塾 迄金 額遊 迦 互旦 亙 超え 亙 敷金 口 回

取得の価額が100万 円を超える施設の利用に関する権 口 団サ 型

シ 値入先ごとの残直杢迦 互旦亙超え亙借ム金 口 回

＼



.'」1

r〆　㍉ 、 ρ 【エ ラー チ ェ ツク 済 】

(そ の20)

白 折
」≡L一 言 書

添付書類(別 添 の とお り)

口 1領 収書等の写 し

口 2監 査意見書(政 党本部及び政治資金団体に限る。)

団 3政 治資金監査報告書(国 会議員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従って作成 したものであって、真実に相違あ りません。

平成25年 3月
至日

政 治 団 体 の 名 称 北摂振興研究会

＼ ＼

会計責任者の氏名

＼

山本 、 祥徳
璽(印)

＼

代 表 者 の 氏 名 (代表者については解散時のみ記入すること)

(印)



政治資金監査報告書

平成25年3.月5日

北摂振興研究会

燃 田憲治殿
登録政治_人 藤 聯 雲鍵

録 番 号 第36号登

研修修了 年月 日 平成20年12月25日

1 監査の概要

(1)私 は、政治資金規正法(以 下 「法」とい う。)第19条 の13第1項 の規定に基づき、

北摂振興研究会の平成24年 に係る法第12条 第1項 に規定する収支報告書のすべての

(
期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、

領収書等、領収書等を徴 し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、支出に

関す る政治資金監査 を行 った。

(2)こ の政治資金監査 は、法第19条 の13第2項 に定めるところによ り政治資金適正

化委員会が定める 「政治資金監査に関する具体的な指針」(以下 「政治資金監査マニュ

アル 」 とい う。)に 基 づ き行 った。

(3)私 の責任は、外部性を有する第三者 として、国会議員関係政治団体の会計責任者の

作成又は聴取 した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書

等、領収書等を徴 し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、政治資金監査

一 マニュアルに基づ き政治資金監査 を行 った結果を報告す ることにある。

∫

2

(4)こ の政治資金監査は、北摂振興研究会の主た る事務所において行った。

監査 の結果
▼

私が実施 した政治資金監査の結果 は、以下の とお りである。

(1)法 第19条 の13第2項 第1号 に規定す る事項について、会計帳簿 、領収書等 、

( 領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。
、、

(2)法 第19条 の13第2項 第2号 に規定する事項にろいて、会計帳簿 には、当該国会

議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載 され、かつ、当該国家議員

関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

(3)法 第19条 の13第2項 第3号 に規定する事項について、法第12条 第1項 に規定

する収支報告書は、会計帳簿、領収書等、領収書等を徴 し難かった支出の明細書等に

基づいて支出の状況が表示 されていた。

(4)法 第19条 の13第2項 第4号 に規定する事項について、領収書等 を徴 し難か った

支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載 されていた。

3 業務制限

北摂振興研究会 と私 との問には、法第19条 の13第5項 の規定に違反す る事実はな

い 。

以 上


